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令和６年度 中学生語学研修派遣事業に係る仕様書 
 

宜野湾市教育委員会  

                              令和６年２月５日 

１ 語学研修派遣事業の概要   
（１）実施予定期間（案）   

    令和６年７月 29 日（月）から８月２日（金）までを出発日とする、５泊６日の日

程とする。  

 

（２）参加予定人員    

  中学生徒：１２名    引率者１名    ※男女比は未定    

※別途 添乗員１名 

 

（３）研修内容 

①英語語学研修の内容が充実していること。  

②社会見学（政治的施設見学：国会議事堂・外務省等）の機会が充実していること。  

③外国の文化に親しむ機会が含まれていること。 

 

（４）研修行程     

  ①政治的施設訪問や観光（１日間） 

      主な訪問地や見学地は、外務省や諸外国大使館、国会議事堂等の行政機関等とし、 

 外務省沖縄事務局と宜野湾教育委員会で調整し、決定すること。  

   （令和５年度はカナダ大使館，国会議事堂を訪問）  

  ②語学研修等（約４日間） 

研修行程において無理のない場所を選定する。 

 

２ 語学研修派遣事業の詳細（留意事項） 

（１）研修先（語学研修施設等）の選定について 

  ①生徒の健康、安全面が保証される研修先を選定すること。  

②英語語学研修に加え、各種アクティビティを通して外国の文化に触れ、体験する機

会や知識・見分を広げることができる学習プログラムを提供すること。  

 

（２）交通機関について 

①研修期間に係る交通手段（飛行機・電車・バス・乗用車・タクシー等）については、 

 生徒の安心・安全を第一とし、信頼のおける会社を選定すること。  

②飛行機や電車等、交通手段を利用しての移動については、経由地や乗り継ぎ時刻、

移動時間など、生徒の体力面や衛生面を考えて選定及び行程を計画すること。  

③飛行機等、大型の移動手段の搭乗については、全員必ず同一便、同一車とすること。 

 

（３）食事について 

①研修期間中の食事については、その量や味、栄養面等、バランスを考えた食事を手  

配すること。  

  ②生徒にアレルギー等がある場合には、適宜対応し、安全面には十分に留意すること。 

     

（４）宿泊施設について 

①研修に係る宿泊施設については、生徒の安心・安全を第一に考えて選定すること。

②清潔でシャワー、トイレ等、設備が充実している施設を選定すること。  

③１室につき最大３名まで、異性が同室とはならないよう部屋割りをすること。  
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（５）引率者の手配について 

    ○期間中、添乗員とは別に、経験豊かな同行引率者をつけること。なお、引率者の旅

費及び食事代等を含む報酬については、旅行社が引率者と直接契約を終結すること。 

また、引率者の選定については本市教育委員会と相談、協議を行い決定すること。  
  
（６）安全対策と旅行傷害保険について  

  ①生徒の健康と安全対策（交通事故、非常口、救命具等、貴重品保管）については、  

   万全を期すこと。 

  ②万一、病人がでた場合は、引率者または添乗員同行のもと、直ちに最寄りの病院で  

   診察させること。 

③診察後の研修続行についての判断は保護者、本市教育委員会、参加生徒所属学校、

旅行社で相談し対処すること。  

  ④旅行保険については、研修期間中、生徒及び引率者の全員にかけること。  

⑤研修期間中に、生徒の過失により備品等の破損があった場合は、保険により補填で 

きるプランを選定すること。  

⑥研修期間中にけがや事故により、治療費、入院費用、保護者旅費等が生じた場合の 

費用については全額保険にて賄えるようにすること。 

⑦台風や地震、自然災害等により研修行程に支障をきたす場合には、本市教育委員会、 

参加生徒所属学校、旅行社で相談し対処すること。また、その費用については保険  

で賄えるようにすること。  

⑧欠航等による延泊やその他県外での待機期間に係る費用等についても、保険（航空  

機欠航補償保険）で賄えるようにすること。 
     
（７）旅費について 

  ①費用について、那覇空港から経由地、目的地までと目的地における活動費等、目的  

   地から那覇空港までの旅費として、研修中に追加自己負担がないようにすること。  

  ②教育委員会の申し出により、行程、見学地等変更が生じた旅費の差額については、  

   その都度、教育委員会と協議の上、決定すること。  

  ③契約後の旅費の値上げは認めない。但し、航空運賃等の公共料金の値上げによって  

   生じた差額については教育委員会と協議すること。  

  ④語学研修に係る食費やテキスト代等、生徒個人の使用に関する費用ついては、保護  

者負担とし、旅費には含めないこと。ただし施設等の費用に含まれている場合は、 

その限りではない。  

  ⑤宿泊に係る費用については、宜野湾市職員等の旅費に関する条例に定める額を上回 

らない宿泊施設を選定すること。 
 
（８）キャンセル料について 

  ○キャンセル料が発生する期日や金額の割合等について明記すること。  

 

（９）その他 

  ①諸状況により、令和６年度本事業を宜野湾市教育委員会の判断で中止することもあ

り得ることを了承すること。  

②健康、安全面やメンタルのケア、心得等を目的とした事前説明会を実施すること。  

③研修期間中は、他の市町村研修団体との重複した行動は避けること。  

④本事業は、沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）を活用しており、旅費の支払い

については、原則、事業終了後となること（ただし、必要性が認められる場合に限

り一部概算払いが可能であり、本市教育委員会と相談の上決定すること）また、国

会及び市議会において当初予算案が否決された場合や、本事業の交付決定がなされ

なかった場合、交付決定額に変更のあった場合は、契約を締結しないことがあり得

ることを了承すること。 


